
とばっ子カード登録のご案内 

鳥羽市健康福祉課子育て支援室 

 とばっ子カード事業は、市内に在住し１８歳以下のお子さまを育てている世帯を対象に、市が 

「とばっ子カード」を発行し、市内の協賛事業所や県内の三重県子育て家庭応援クーポン協賛店を 

利用する際に「とばっ子カード」を提示することで、商品の割引やプレゼントなど協賛事業所が設け

た特典を受けることができるしくみです。「とばっ子カード」はスマートフォンの LINE アプリ（鳥羽

市 LINE 公式アカウント）より取得していただけます。下記の手順をご確認いただき、カード取得の

手続きをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とばっ子カード取得の手続き方法 

１．鳥羽市 LINE公式アカウントへ登録を行う 

QR コードを読

み取り、鳥羽市

LINE 公式アカ

ウントへお友達

登録を行う 

「タップして

情報を登録す

る」 

をタップ 

「適正利用」、 

「個人情報の取

扱い」を確認し、

「進む」をタップ 

「欲しい情報の 

種類」を選択し、 

「進む」をタップ 

「登録者の情報」 

を入力 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 

 

●取得できるのは、対象世帯の方のみです。 

●対象世帯のどなたのスマートフォンにも 

「とばっ子カード」の登録が可能です。 

●一度登録すると、世帯の最年少のお子さまが 18歳に 

達して最初の 3月 31日まで継続利用可能です。 

 

 

とばっ子カード

「とばメール」

で受け取りた

い情報を選択

する 
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２．とばっ子カードの登録を行う 

子育て支援の 

タブの「とばっ子 

カードを取得する」 

をタップ 

表示されたメッセ

ージのカード登録

をタップ 

「登録フォーム」を

タップ 

記載内容を確認の

うえ、「登録に進む」

にチェックし、 

「進む」をタップ 

「利用者の情報」、 

「世帯主の情報」 

を入力 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 

「お子さまの情報」 を入力し、「送信」をタップ 

 

❻ 

登録内容を確認 

※入力を誤った場合

❶より再登

❼ 

＊最年少のお子さまの情報を入力してください＊ 

●とばっ子カードの有効期限は登録されたお子さまの年齢に基づき設定 

 されます。年長のお子さまの情報を入力されると、下にお子さまがいても 

年長のお子さまの有効期限を迎えると、カードが表示されなくなります。 

●世帯に新たにお子さまが誕生された場合は、誕生されたお子さまの情報で 

再度登録してください。 

 

 

 
「とばっ子カードを表示する」をタップし、

カードが表示されることを確認 

❽ 


